
資料№３

女性活躍推進法の市町村推進計画について

１ 推進計画に関する国の説明

Ｑ．推進計画について、男女共同参画計画の一部として策定してもよいか。

Ａ．推進計画については、基本方針（平成 27 年９月 25 日閣議決定）を勘案

した上で、男女共同参画計画と一体として、その一部を共通の計画とする

という形式で策定しても差し支えない。ただし、推進計画に該当する範囲

を明示する必要がある。

例１：計画の冒頭で、推進計画に該当する範囲を明記する。

例２：推進計画に該当する項目の末尾に「（推進計画関係）」などと付記す

る。

２ 本市計画における記載について

第１部計画の総論＞２基本的な考え方＞（４）計画の位置づけ（計画書１５

ページ）

① この計画は、条例第 10 条に基づく基本計画であり、男女共同参画社

会基本法第 14 条第３項に規定する市町村の基本的な計画です。

② この計画は、ＤＶ防止法第２条の３第３項に規定する市町村の基本的

な計画である「配偶者などからの暴力防止及び被害者支援基本計画」と

一体的に策定します。

③ この計画は、女性活躍推進法第６条第２項に規定する「女性の職業生

活における活躍の推進に関する施策についての計画」と一体的に策定し

ます。

③④ この計画は、本市の総合計画である「長岡市総合計画」の部門計画

であり、「人権教育・啓発推進計画」（中略）などの関連する部門計画と

整合性を図りながら推進します。

④⑤ この計画は、国の第４次男女共同参画基本計画（中略）を踏まえた

上で、本市の特性を十分に考慮して策定しました。

（裏面へ続く）
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第１部計画の総論＞２基本的な考え方＞（６）計画の体系（計画書１６ページ）

めざす

まち

づくり
－ 基本目標 － 推進方向 － 主要施策

男
女
平
等
と
共
同
参
画
を
め
ざ
し
た
ま
ち
づ
く
り

－

Ⅰ 男女平等の

実現に向けた

社会環境を

整備する

－

１ 男女平等の

意識啓発

２ 男女平等教

育の推進

３ 政策・方針、

意思決定の

場への女性

の参画推進

４ 男女の生涯

を通じた健

康支援

－

(1) 社会制度・慣行の見直しと意識啓発

(2) 学校などにおける男女平等教育の

推進

(3) 審議会などへの女性の参画推進

(4) 企業・団体などでの女性の参画推進

(5) 農林水産業・商工業の分野での女性

の参画推進

(6) 防災活動への女性の参画推進

(7) 男女の生涯を通じた健康支援

－

Ⅱ あらゆる分野

における仕事

と生活の調和

（ワーク・ライ

フ・バランス）

の普及を図る

－

５ 働く場に

おける男女

共同参画の

推進

６ 家庭におけ

る男女共同

参画の推進

７ 地域におけ

る男女共同

参画の推進

８ 多様な生き

方への支援

－

(8) 市民・事業者への広報・啓発

(9) 男女の均等な機会と待遇の確保

(10) 働きやすい職場環境づくり

(11) 女性の就業支援

(12) 地域・社会活動での男女共同参画

推進

(13) 子育て支援体制の整備・充実

(14) 介護支援体制の整備・充実

－

Ⅲ 配偶者など

からの暴力を

根絶する
【配偶者などからの

暴力防止及び被害者

支援基本計画】

－

９ 配偶者など

からの暴力

の防止と被

害者支援

－

(15) あらゆる暴力の根絶に向けた意識

啓発

(16) 相談・保護体制の充実

(17) 自立のための支援の充実

(18) 関係機関や民間支援団体との連携

強化

－
Ⅳ 男女共同参画

の推進体制を

充実する
－

10 市民協働の

確立
－

(19) 庁内推進体制の充実

(20) 市民との連携・協働

(21) 国・県などとの連携・協働

－
女性の職業生活における活躍の推進に関

する施策についての計画
－

主要施策(4)(5)(8)(10)(11)(13)(14)に

掲げる各事業で構成


